
墨田区特別区税条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年４月３０日 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

                      

墨田区規則第３４号 



   墨田区特別区税条例施行規則の一部を改正する規則 

墨田区特別区税条例施行規則（昭和４０年墨田区規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

第６条の表を次のように改める。 

申告書等の種類 様式 

⑴ 削除 第１０号様式 

⑵ 区民税申告書（条例第２３条第１項の申告書） 第１１号様式 

⑶ 区民税簡易申告書（無収入又は非課税所得者用）（条例

第２３条第１項の申告書） 
第１１号の２様式 

⑷ 区民税簡易申告書（条例第２３条第２項の申告書） 
第１１号の２の２

様式 

⑸ 削除 第１１号の３様式 

⑹ 削除 第１１号の４様式 

⑺ 区民税寄附金税額控除申告書（条例第２３条第４項の申

告書） 
第１１号の５様式 

⑻ 給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除、医療費控除

申告書（条例第２３条第４項の申告書） 
第１２号様式 

⑼ 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書（条例

第２３条第４項の申告書） 
第１３号様式 

⑽ 配偶者控除・扶養控除申請書（令第４６条の３第１項た

だし書及び第４６条の５第１項ただし書の申請書） 
第１４号様式 

⑾ 配偶者特別控除・特定親族特別控除申請書（令第４６条

の４第１項ただし書及び第４６条の５第１項ただし書の申

請書） 

第１４号の２様式 

⑿ 削除 第１５号様式 
  

⒀ 給与支払報告書（甲）（乙）（丙） 第１６号様式 
  

⒁ 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書  



（法第３１７条の６第２項及び第３２１条の５第３項の規

定によって提出すべき届出書） 

第１７号様式 

  

⒂ 削除 第１８号様式 

⒃ 削除 第１９号様式 

⒄ 削除 第１９号の２様式 

⒅ 給与所得等に係る区民税特別徴収税額の納期の特例に関

する申請書（条例第３４条の３の申請書） 
第１９号の３様式 

⒆ 給与所得等に係る区民税特別徴収税額の納期の特例の要

件を欠いた場合の届出書（条例第３４条の４の届出書） 
第１９号の４様式 

⒇ 退職所得申告書（条例第３６条の９第１項の申告書） 第１９号の５様式 

 

 第８条中「の種別割」を削る。 

 第１２条の表中「軽自動車税（種別割）減免申請書（条例第４６条第２項の申請 

書）」を「軽自動車税減免申請書（条例第４６条第２項の申請書）」に、「軽自動車

税（種別割）減免申請書（条例第４６条の２第２項の申請書）」を「軽自動車税減免

申請書（条例第４６条の２第２項の申請書）」に、「軽自動車税（種別割）減免申請

書（条例第４６条の２第３項の申請書）」を「軽自動車税減免申請書（条例第４６条

の２第３項の申請書）」に、「軽自動車税（種別割）減免決定通知書（軽自動車税 

（種別割）の減免申請に対する処分を決定した場合における納税者に対する通知書）」 

を「軽自動車税減免決定通知書（軽自動車税の減免申請に対する処分を決定した場合

における納税者に対する通知書）」に改める。 

第１５条第１項の表中「軽自動車税（種別割）納税通知書」を「軽自動車税納税通

知書」に改める。 

墨田区特別区税条例施行規則様式目次中 

「 第１１号の２様式 特別区民税簡易申告書               」を 

「 第１１号の２様式 特別区民税簡易申告書（無収入又は非課税所得者用） 

  第１１号の２の２様式 特別区民税簡易申告書             」 

「 第１９号の６様式 特別徴収票                    」を 

に、 



「 第１９号の６様式 特別徴収票 

  第１９号の７様式 特別徴収票                    」 

「 第３８号の２様式 軽自動車税（種別割）減免申請書 

  第３８号の３様式 軽自動車税（種別割）減免申請書           を 

  第３８号の４様式 軽自動車税（種別割）減免申請書          」 

「 第３８号の２様式 軽自動車税減免申請書 

  第３８号の３様式 軽自動車税減免申請書                に、 

  第３８号の４様式 軽自動車税減免申請書               」 

「第３９号の２様式 軽自動車税（種別割）減免決定通知書」を「第３９号の２様式 

 軽自動車税減免決定通知書」に、「第４７号様式 軽自動車税（種別割）納税通知

書兼領収証書」を「第４７号様式 軽自動車税納税通知書兼領収証書」に改める。 

 第１１号様式（第１面）中「墨田区長殿」を「墨田区長 あて」に改める。 

 第１１号の２様式中「第１１号の２様式 特別区民税簡易申告書」を「第１１号の

２の２様式 特別区民税簡易申告書」に改め、同様式を第１１号の２の２様式とし、

同様式の前に次の１様式を加える。 

 

に、 



第１１号の２様式 特別区民税簡易申告書（無収入又は非課税所得者用）  

 

年度      簡易申告書 
 

           （無収入又は非課税所得者用） 

 

墨田区長 あて  

現 住 所 

 

 

１ 月 １ 日 
現在の住所 
（上記と異なる場合

のみ記入してくださ

い。） 

 

フ リ ガ ナ  
電話番号 

 

氏 名 
 生年月日 

 

年  月  日生 年  月  日提出 

 

    申告書の提出を代理人が行う場合は、次の事項を記入の上、委任状を添付してくだ 

   さい。    

代

理

人 

住  所 
 
 
 

フリガナ  電話番号 

 
氏  名 

 

 

 

    前年中の収入が無収入又は非課税所得のみであって、かつ、次のいずれかの生活状 

   況であったため、申告します。 

１ 親族等に扶養又は援助されていた。 

２ 預貯金で生活をしていた。 

３ 遺族年金、障害基礎年金等を受けていた。 

４ 雇用保険（失業保険）等の給付を受けていた。 

５ 生活保護法による生活扶助を受けていた。 

６ その他（生活状況等を具体的に記入してください。） 

                                   

                                   

                                   

                                   

     ※ 生活状況については、該当する番号を〇で囲んでください。 

（Ａ４） 

特別区民税 

都 民 税 

◎
こ
の
申
告
書
は
、
前
年
中
の
所
得
が
墨
田
区
特
別
区
税
条
例
第
23
条
第
１
項
た
だ
し
書
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
人
が
使
用
す
る
も
の
で
す
。 



 第３８号の２様式中「第３８号の２様式 軽自動車税（種別割）減免申請書」を

「第３８号の２様式 軽自動車税減免申請書」に、 

「  

軽自動車税（種別割）減免申請書 

」 

を 

「  

軽自動車税減免申請書 

」 

に、「軽自動車税（種別割）の」を「軽自動車税の」に改める。 

 第３８号の３様式中「第３８号の３様式 軽自動車税（種別割）減免申請書」を 

「第３８号の３様式 軽自動車税減免申請書」に、「軽自動車税（種別割）減免申請

書（身体障害者等用）」を「軽自動車税減免申請書（身体障害者等用）」に、「軽自

動車税（種別割）の」を「軽自動車税の」に改める。 

 第３８号の４様式中「第３８号の４様式 軽自動車税（種別割）減免申請書」を 

「第３８号の４様式 軽自動車税減免申請書」に、「軽自動車税（種別割）減免申請

書（構造用）」を「軽自動車税減免申請書（構造用）」に、「軽自動車税（種別割）

の」を「軽自動車税の」に改める。 

 第３９号の２様式中「第３９号の２様式 軽自動車税（種別割）減免決定通知」を 

「第３９号の２様式 軽自動車税減免決定通知」に、 

 

軽自動車税（種別割）減免決定通知書 
   

  下記のとおり、あなたの軽自動車税（種別割）の減免を決定したので通知します。 

 

軽自動車税減免決定通知書 
   

  下記のとおり、あなたの軽自動車税の減免を決定したので通知します。 

「 

」 

を 

「 

」 

に 



改める。 

 第４１号様式（表）中 

 

 

 

 

 

                               」 

「 

 

 

 

                                                                         

 

                                

       

 

 

 

 第４１号様式（裏）中 

 

 

 

 

 

に、 

 

所

得 

給 与 収 入  主 た る 給 与 

以 外 の 合 算 

所 得 区 分 

営

業

等 

農

業 

不

動

産 

利

子 

配

当 

給

与 

雑 

譲
渡
・
一
時 

 

課

税

標

準 

総 所 得 ③ 
 

給 与 所 得 
(所得金額調整控除後)  

山 林 所 得  

その他の所得計          分 離 短 期 譲 渡  

   総 所 得 金 額 ①   分 離 長 期 譲 渡  

     株 式 等 の 譲 渡  

所

得

控

除 

雑 損  障 ・ 寡 ・ ひ ・ 勤  上場株式等の配当等  

医 療 費  配 偶 者  先 物 取 引  

社 会 保 険 料  配 偶 者 特 別  
控

配 

老

配 

扶養親族該当区分 本人該当区分 
繰

越

損

失 

小 規 模 企 業 共 済  扶 養  
特

定 

同

老 

老

人 

16

歳

未

満 

そ

の

他 

同

障 
特

障 

他

障 

未

成

年

者 

特

障 

他

障 

寡

婦 

ひ

と

り

親 

勤

労

学

生 

生 命 保 険 料  基 礎  

地 震 保 険 料  所 得 控 除 合 計 ②                   

 

所

得 

給 与 収 入  

主 た る 給 与 

以 外 の 合 算 

所 得 区 分 

営

業

等 

農

業 

不

動

産 

利

子 

配

当 

給

与 

雑 

譲

渡

・

一

時 

 

課

税

標

準 

総 所 得 ③  

給 与 所 得 
(所得金額調整控除後) 

 

山 林 所 得 

 

その他の所得計 
         

分 離 短 期 譲 渡 

 

   
総 所 得 金 額 ① 

  

分 離 長 期 譲 渡 

 

     

株 式 等 の 譲 渡 

 

所

得

控

除 

雑 損  障 ・ 寡 ・ ひ ・ 勤 
 

上場株式等の配当等 

 

医 療 費  配 偶 者  

社 会 保 険 料  配 偶 者 特 別  先 物 取 引  

小 規 模 企 業 共 済  扶 養  控

配 

老

配 

扶 養 親 族 該 当 区 分 
特

親 

本 人 該 当 区 分 
繰

越

損

失 

生 命 保 険 料  特 定 親 族 特 別  
特

定 

同

老 

老

人 

16

歳

未

満 

そ

の

他 

同

障 

特

障 

他

障 

未

成

年

者 

特

障 

他

障 

寡

婦 

ひ

と

り

親 

勤

労

学

生 

地 震 保 険 料  基 礎  

 所 得 控 除 合 計 ②                    

 

を 

  

納税者本人の 

所得金額 
万円以下 

万円超 

万円以下 

万円超 

万円以下 

配偶者 

控 除 

一 般 万円 万円 万円 

老 人 万円 万円 万円 

配
偶
者
特
別
控
除 

所得金額 控 除 額 
万円超 

万円以下 
万円 万円 万円 

万円超 
万円以下 

万円 万円 万円 

万円超 

万円以下 
万円 万円 万円 

万円超 
万円以下 

万円 万円 万円 

万円超 

万円以下 
万円 万円 万円 

万円超 
万円以下 

万円 万円 万円 

万円超 

万円以下 
万円 万円 万円 

万円超 
万円以下 

万円 万円 万円 

万円超 

万円以下 
万円 万円 万円 

障 害 者 控 除 
（特別障害者） 
（同居特別障害者） 

万円 

万円 

万円 扶
養
控
除 

一般 万円 

老人 万円 

寡 婦 控 除 
万円 

万円 

特定 万円 

同居 

老親等 
万円 

ひとり親控除 万円 

勤労学生控除 万円 基礎控除 万円 

 

納税者本人の 

所得金額 
万円以下 

万円超 

万円以下 

万円超 

万円以下 
扶
養
控
除 

一 般 万円 

配偶者 

控 除 

一 般 万円 万円 万円 老 人 万円 

老 人 万円 万円 万円 特 定 万円 

配
偶
者
特
別
控
除 

所得金額 控 除 額 同居老親等 万円 

万円超 
万円以下 

万円 万円 万円 

特
定
親
族
特
別
控
除 

所得金額 控 除 額 

万円超 

万円以下 
万円 万円 万円 

万円超 

万円以下 
万円 

万円超 
万円以下 

万円 万円 万円 
万円超 

万円以下 
万円 

万円超 

万円以下 
万円 万円 万円 

万円超 

万円以下 
万円 

万円超 
万円以下 

万円 万円 万円 
万円超 

万円以下 
万円 

万円超 

万円以下 
万円 万円 万円 

万円超 

万円以下 
万円 

万円超 
万円以下 

万円 万円 万円 
万円超 

万円以下 
万円 

万円超 

万円以下 
万円 万円 万円 

万円超 

万円以下 
万円 

万円超 
万円以下 

万円 万円 万円 
    

障 害 者 控 除 
（ 特 別 障 害 者 ） 
（ 同 居 特 別 障 害 者 ） 

万円 

万円 

万円 

寡 婦 控 除 万円 

ひ と り 親 控 除 万円 

勤 労 学 生 控 除 万円 

 

「 「 

を 

」 」 

「 

に改める。 

」 



 

 

 

 

 

 

 

 第４６号様式（表）中「▼扶養親族該当区分」を「▼扶養親族・特親該当区分」に、 

「              「 

 

            」              」 

 「                          「 

 

中 

 

                  

                 」                  」 

「                 「 

  

 

 

 

 

               」                    」 

 

改める。 

 第４７号様式（表）中「第４７号様式（表） 軽自動車税（種別割）納税通知書兼 

領収証書」を「第４７号様式（表） 軽自動車税納税通知書兼領収証書」に、「墨田 

控除の種類 金額 控除の種類 金額 

基礎控除 万円 
納税者本人の
所得金額 

万円 
以下 

万円超 
万円以下 

万円超 
万円以下 

障
害
者
控
除 

普通 万円 
配
偶
者
控
除 

一般 万円 万円 万円 

特別 万円 老人 万円 万円 万円 

同居 
特別 

万円 

配
偶
者
特
別
控
除 

万円超 

万円未満 
万円 万円 万円 寡 婦 控 除 

ひとり親
控除 

父 

万円超 

万円未満 
万円 万円 万円 

母 

勤労学生控除 万円 

扶
養
控
除 

一般 万円 老人 万円 

特定 万円 
同居老親
等 

万円 

 

「 

控除の種類 金額 控除の種類 金額 

基礎控除 万円 
納税者本人の
所得金額 

万円 
以下 

万円超 
万円以下 

万円超 
万円以下 

障
害
者
控
除 

普通 万円 
配
偶
者
控
除 

一般 万円 万円 万円 

特別 万円 老人 万円 万円 万円 

同居 
特別 

万円 
扶
養
控
除 

一般 万円 老人 万円 

寡婦控除 万円 
ひと
り親
控除 

父 万円 
特定 万円 

同居老
親 等 

万円 
母 万円 

勤労学生控除 万円     

 

」 

を 

」 

に改める。 

控

配 

老

配 

特

定 

同

老 

老

人 

16 歳 

未 満 

そ の 

他 

同

障 

特

障 

他

障 

          

 

控

配 

老

配 

特

定 

同

老 

老

人 

16歳 

未 満 

そ の 

他 

同

障 

特

障 

他

障 

特

親 

           

 

を に改め、同様式（裏） 

障害者控除 

（特別障害者） 

（同居特別障害者） 

    万円 

    万円 

    万円 

扶

養

控

除 

一般     万円 

老人     万円 

寡婦控除     万円 特定     万円 

ひとり親控除     万円 同居老親等     万円 
勤労学生控除     万円 

 

を 

障害者控除 

（特別障害者） 
（同居特別障害者） 

    万円 

    万円 
    万円 

特

定

親

族

特

別

控

除 

所得金額 控除額 

寡婦控除     万円 万円超 万円以下 万円 

ひとり親控除     万円 万円超 万円以下 万円 

勤労学生控除     万円 万円超 万円以下 万円 

扶養

控除 

一般   万円 万円超 万円以下 万円 

老人   万円 万円超 万円以下 万円 

特定   万円 万円超 万円以下 万円 

同居老親等   万円 万円超 万円以下 万円 

基礎 

控除 

納税者本人の

所得金額 

万円以下 万円 

万円超 万円以下 万円 

万円超 万円以下 万円 

 

に、 

控除の種類 金額 

基礎控除 ５万円 

障 害 者 

控 除 

普通 特別 同居特別 

１万円 １０万円 ２２万円 

寡婦控除 １万円 

ひ と り 親 

控 除 

父 母 

１万円 ５万円 

勤労学生控除 1万円 

納税者本人の 
合計所得金額 ９００万円以下 

９００万円超 
９５０万円以下 

９５０万円超 
１,０００万円以下 

配偶者 

控除 

一般 ５万円 ４万円 ２万円 

老人 １０万円 ６万円 ３万円 

配
偶
者 

特
別
控
除 

配
偶
者
の 

合
計
所
得
金
額 

４８万円超 
 ５０万円未満 

５万円 ４万円 ２万円 

 ５０万円以上 
 ５５万円未満 

３万円 ２万円 １万円 

扶養 

控除 

一般 ５万円 老人 １０万円 

特定 １８万円 同居老親等 １３万円 

 

を 

控除の種類 金額 控除の種類 金額 

基礎控除 万円 

扶養控除 

一 般 万円 

障 害 者 
控  除 

普 通 万円 特 定 万円 

特 別 万円 老 人 万円 

同 居 特 別 万円 同居老親等 万円 

寡婦控除 万円 納税者本人の 

所得金額 
万円以下 

万円超 

万円以下 

万円超 

万円以下 ひ と り 親 
控 除 

父 万円 

母 万円 配偶者 

控除 

一 般 万円 万円 万円 

勤労学生控除 万円 老 人 万円 万円 万円 

 

に 

「 



区 軽自動車税（種別割）納税通知書」を「墨田区 軽自動車税納税通知書兼領収証 

書」に、「軽自動車税（種別割）納税証明書」を「軽自動車税納税証明書」に改め、 

        「           「 

同様式（裏）中 

                  」              」 

 軽自動車税（種別割）の標準税率（年額）」を「２ 軽自動車税の標準税率 

（年額）」に、「５ 軽自動車税（種別割）の減免」を「５ 軽自動車税の減免」に 

改める。 

 第５９号様式（丙）（表）中「第５９号様式（丙）（表） 軽自動車税（種別割） 

督促状」を「第５９号様式（丙）（表） 軽自動車税督促状」に、「軽自動車税（種 

別割）が」を「軽自動車税が」に、「年度軽自動車税（種別割）」を「年度軽自動車 

税」に改める。 

   付 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の墨田区特別区税条例施行規則の規定

は、令和８年４月１日から適用する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 納税証明書の交付申請窓口 

  区役所（２階）税務課税務係 

  区内各出張所受付窓口  
に、「２ を 

  お問い合わせ・ 

  

  

 

 

納税証明書の交付窓口 


